
平成２５年度 第３回高山市教育委員会定例会議事録 

 

１．日 時  平成２５年６月２０日（木） 午後１時１５分から 

２．場 所  国府支所多目的室 

３．出席者  委 員 打江委員長、保谷委員、北村委員、針山委員、中村教育長 

事務局 関事務局長、田中教育総務課長、中野谷学校教育課長、浦谷文化財課

長、森下給食センター所長、教育総務課石原 

説明員 挟土環境政策推進課長 

４．署名者  針山委員 

 

  午後１時１５分開会 

 

○打江委員長  本日の委員会は、出席委員５名で、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第１３条第２項の規定に基づき、定足数に達していますので、成立してお

ります。ただ今より、平成２５年度第３回高山市教育委員会定例会を開会い

たします。 

 

○打江委員長  会議録署名委員の指名を行います。 

本日の会議録署名委員は、「針山委員」を指名いたします。 

 

○打江委員長  前回定例会の会議録の承認を行います。 

前回定例会の会議録について「北村委員」お願いいたします。 

 

○北村委員   前回の定例会会議録について、精査した結果、記載事項について適正に調整

されておりましたので、署名しましたことを報告いたします。 

 

○打江委員長  ありがとうございました。 

      それでは、前回定例会の会議録についてご承認いただけますでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○打江委員長  前回の会議録は、調製のとおり承認されました。 

 

○打江委員長  次に、中村教育長から報告がございます。 

 

（教育長報告） 

 

○打江委員長  それでは、日程第１、議第５号「平成２５年度要保護及び準要保護児童生徒

の認定について」を議題といたしますが、当議題につきましては内容に個人

に関する情報が含まれておりますので、法律第１３条第６項ただし書の規定



により、公開しないこととしたいと思います。 

 

○打江委員長  それでは、ただ今お諮りしました議第５号は、公開しないこととすることに

ご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

○打江委員長  ご異議なしと認めます。よって、議第５号は、公開しないことに決しました。 

 

○打江委員長  それでは、改めまして日程第１、議第５号「平成２５年度要保護及び準要保

護児童生徒の認定について」を議題といたします。 

事務局より説明願います。 

 

○中野谷学校教育課長  ＜資料に基づき説明＞非公開 

 

○打江委員長  事務局の説明は終わりました。ご質疑等はございませんか。 

 

（非公開） 

 

○打江委員長  ご質疑も尽きたようでありますから、以上で質疑等を終結いたします。 

 

○打江委員長  それでは、ただ今議題となっております議第５号について、事務局説明のと

おり決するにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

○打江委員長  ご異議なしと認めます。よって、議第５号について、事務局説明のとおり決

しました。 

 

○打江委員長  次に、日程第２、報告７「いじめ・不登校問題の対応について」を議題とい

たしますが、当議題につきましては、内容に個人に関する情報が含まれてお

りますので、法律第１３条第６項ただし書の規定により、公開しないことと

したいと思います。 

 

○打江委員長  それでは、ただ今お諮りしました報告７は、公開しないこととすることにご

異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

○打江委員長  ご異議なしと認めます。よって、報告７は、公開しないことに決しました。 



 

○打江委員長  それでは、改めまして日程第２、報告７「いじめ・不登校問題の対応につい

て」を事務局より報告願います。 

 

○中野谷学校教育課長 ＜資料に基づき報告＞非公開 

 

○打江委員長  事務局の報告は終わりました。ご質疑はございませんか。 

 

（非公開） 

 

○打江委員長  ご質疑も尽きたようでありますから、以上で質疑を終結いたします。 

 

○打江委員長  次に、日程第３、報告８「平成２５年度第２２回市民海外派遣事業について」

を議題といたします。 

事務局より説明を願います。 

 

○田中教育総務課長 ＜資料に基づき説明＞ 

 

○打江委員長  事務局の説明は終わりました。ご質疑はございませんか。 

 

○打江委員長  ご質疑もないようですので、質疑を終結いたします。 

 

○打江委員長  次に、日程第４、報告９「市内の小中学校における防災拠点施設整備事業に

ついて」を議題といたします。 

事務局より説明を願います。 

 

○挟土環境政策推進課長 ＜資料に基づき説明＞ 

 

○打江委員長  事務局の説明は終わりました。ご質疑はございませんか。 

 

○保谷委員   防災拠点施設として８６施設あって、その中の２２施設に整備するというこ

とだが、これは今後増やしていくのか。 

 

○挟土環境政策推進課長 今回選定した２２施設を防災拠点としては優先的に進めていくこと

としています。また、現在高山市のハザードマップや防災拠点施設を見直し

をかけていくということを聞いていますので、そういった結果の中で、将来

的には増やしていくことも考えています。それから、高山市では公共施設に

おいて、環境配慮型の施設を導入していくという考え方も持っていますので、

今後は、そういった中で検討されるということで考えております 

 



○保谷委員   現在のところは２２施設ということですね。 

 

○田中教育総務課長 ２２箇所に設置できるかどうかの前段の調査を行うということです。 

 

○針山委員   大変いいことだと思います。前の災害の時にも電線が切れて電気が来なかっ

たこともあったので、拠点の学校に整備していただけると、災害の時にテレ

ビも見れるし、私は非常にいいことだと思います。少しお聞きしたかったの

は、場所ごとに違うのかもしれないが、費用的には１箇所どのくらいかかる

のですか。 

 

○挟土環境政策推進課長 費用といたしましては、５０ｋｗの太陽光発電と、１５ｋｗの蓄電

池を一緒に整備した場合、太陽光だけでも１，７５０万円くらいしますし、

蓄電池が８００万円ほどかかる見込みです。この他点検等のランニングコス

トもかかります。 

 

○針山委員   売電もされるのですね。 

 

○挟土環境政策推進課長 その予定です。 

 

○打江委員長  上宝地区などでは実施しないのですか。 

 

○挟土環境政策推進課長 上宝地区については、学校が指定避難所になっておりません。私た

ちが説明するのも変ですが、周辺に同等の施設がたくさんある場合には指定

避難所になっていないものもあるようです。その辺りは私どもが所管ではな

いので明確にお答えできません。 

 

○田中教育総務課長 例えて言うと、本郷小学校は近くに上宝支所があり、そちらが避難所に

指定されると、本郷小学校は指定されないことがある。そのようなところの

見直しを、今後も危機管理室で行う予定になっているようです。 

 

○打江委員長  防災拠点施設は太陽光発電がつくということですか。 

 

○挟土環境政策推進課長 支所等については、ガソリンを入れて発電する設備があるところも

あり、今のところはそういった設備があるところについては、太陽光発電施

設を導入しない予定ですが、将来的には考えていく必要があるかもしれない

と思います。 

 

○打江委員長  調査ができたら工事に入るということですね。 

 

○挟土環境政策推進課長 当然工事が目的ですので、調査の後には導入の可否、規模、内容等



を決定し、順序を立てて施設の整備をしていく予定です。９月には調査を完

了する予定ですので、出来たら年度内に予算を獲得していきたいと考えてい

ます。 

 

○保谷委員   売電すると採算取れますよね。家庭でも売電すると、一時よりも安くなった

が、３８円くらいだと思います。だんだん買い取り価格が下がっていくと思

うので、今のうちにたくさんつけておくと市としてはメリットのある取り組

みだと思います。 

 

○打江委員長  他にご質疑もないようですので、質疑を終結いたします。 

 

○打江委員長  それでは、次にその他に入りたいと思います。「後援名義使用について」の

報告をお願いします。 

 

○田中教育総務課長  ＜資料に基づき報告＞ 

 

○打江委員長  その他にありませんか。 

 

○中野谷学校教育課長 明日出会い塾で横山先生と針山君の研究指導がございますので、見に

行っていただける方はよろしくお願いします。 

 

○打江委員長  次に７月定例会の開催日時を決定したいと思います。 

 

【７月２９日 午後１時３０分】 

 

○打江委員長  それでは次回７月定例会は７月２９日（月）午後１時３０分といたします。 

 

○打江委員長  それでは以上をもちまして、本日の議事日程が全部終了いたしましたので本

日の会議を閉じ、平成２５年度第３回高山市教育委員会定例会を閉会いたし

ます。 

 

午後２時３０分閉会 

 

 


